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第７１回文化財防火デー 
 

１月２６日は文化財防火デー 

昭和２４年１月２６日に、奈良県法隆寺の金堂で発生した火災により壁画

が焼損しました。このような被害から文化財を守るとともに、文化財愛護に

関する意識の高揚を図るため、昭和３０年に、消防庁と文化庁の共唱によ

り、法隆寺金堂が焼損した日である１月２６日を「文化財防火デー」と定め、

文化財を火災、震災その他の災害から守るとともに、全国的に文化財防

火運動を展開し、国民一般の文化財愛護に関する意識の高揚を図って

います。 

近年のユネスコの世界文化遺産に登録されているフランスのノートルダ

ム大聖堂及び沖縄県那覇市の首里城における大規模な火災も踏まえ、

文化財等の防火対策が一層推進されています。 

当消防局では、１月下旬から２月上旬にかけて、立入検査を行い、文化

財を火災や地震などから守るため消防訓練の実施などを呼びかけ、将来

に継承すべき貴重な財産である文化財の火災予防を推進しています。 

高崎市の文化財 ： 高崎市ホームページ 【高崎市文化財一覧表】 

安中市の文化財 ： 安中市ホームページ 【安中市文化財一覧表】 

https://www.city.takasaki.gunma.jp/site/cultural-assets/3222.html
https://www.city.annaka.lg.jp/page/2127.html

